
平成 10 年度厚生科学研究補助金「周産期医療体制に関する研究」

分担研究報告書

「周産期医療体制に関する研究」

分担研究者　　多田　裕　　東邦大学医学部教授

　　　　

研究要旨：周産期医療整備事業による地域の周産期医療システム整備上の問題点を検討し、次の結論をえた。

１）ＮＩＣＵに関しては、後方病床に相当する部分の医療費の改善が必要であり、これは地域周産期母子医

療センタ－の整備にも役立つ。 　　　　

２）母体胎児集中治療室に関しては、産婦人科集中治療の特殊性を考慮した施設基準の見直しが望ましい。

３）周産期医療に携わる医師を確保するために、センタ－施設の定員枠の拡充が必要である。

-1-

Ａ．研究目的

　周産期医療整備事業により各地で周産期医療シス

テムの整備が計画され、実施に移された地域もある。

しかし、現状では実施要項通りの整備が困難な地域

も多い。そこで、地域の周産期医療システムを整備

を促進するために、現在の問題点と今後の改善策を

明らかにすることを目的に研究を行った。

Ｂ．研究方法

　班として全国の周産期医療施設の実態調査を行う

とともに、関係班員および専門家の参加を求め分担

研究班を組織し検討すると共に、フォ－ラムを開催

し問題点について討論した。

Ｃ．研究結果

　周産期医療システム整備に関する分担研究班の討

論の結果は次の通りである。 １）国の補助金が交

付されるセンタ－は当面、都道府県に１カ所である

が、人口が多い地域では複数の周産期医療のセンタ

－の整備が必要であり、これらの施設には都道府県

からの運営補助金が必要である。 ２）後方病床の

８床当たり常時１名の看護婦の配置は医療機関の負

担が大きいので、新生児集中治療管理室加算に準じ

た医療費の加算（例えば新生児強化治療室管理加

算）が必要である。地域周産期母子医療センタ－に

も、これに準じた加算が認められれば、その整備の

促進が期待される。 ３）母体胎児集中治療室

（MFICU）に関しては、現状の規定道りの整備が

可能な施設がない地域が多い。この様な地域では、

新生児集中治療室（NICU）が整備され、かつ今後

の整備計画が妥当であれば、当面は MFICU が９床

に満たなくてもセンタ－に指定することが必要であ

る。

４）現在の社会保険上の MFICU の施設基準は、プ

ライバシ－が必要な産婦人科重症患者の特殊性を反

映していない。１床あたり１５ｍ２を有する区画の

中に、病床間の隔壁、通路部分、看護記録部門など

を含むことが適当であり、常時３床に１名の看護婦

が勤務していれば、この様な施設でも集中治療は可

能である。 ５）各地の周産期医療施設の医師不足

の実態が明らかになった。解決策として定員枠を拡

充し、周産期医療を目指す若手医師の養成が緊急に

必要である。

Ｄ．考察

　総合周産期母子医療センタ－は都道府県に１カ所

とされているが、人口の多い都道府県では１カ所の

みで全ての重症症例を扱うことは出来ず、複数のセ

ンタ－の設置が必要である。一方、地域によっては、

現在の様な規模のセンタ－を整備することが不可能

な地域もある。しかし、地域の周産期医療の中心と

なる施設の整備は、他の周産期医療施設の機能を維

持向上させるためにも必要である。このため、NICU

がすでに整備されている場合には、MFICU 病床数

が規定より少なくても後方病床を利用した医療が可

能であり、センタ－に指定し、地域からの要請に従

い実績が向上するに従って整備を進めることも必要

である。また、産婦人科医療の特殊性を考慮した

MFICU の基準の変更の必要性は、周産期医療現場

からの要望が強く、早急に検討が望まれる。また、

各施設の実態調査から、医師の確保が最重要課題と

なっており、定員枠の拡充が早急に必要である。

Ｅ．結論

　今後地域の周産期医療の整備を行うためには、地

域の中心となるセンタ－施設を整備することがまず

必要である。このために地域の周産期医療の現状に

合った地域周産期医療施設の整備と要員確保のため

の対策が必要であり、その方策につき検討し提言し

た。 　　　　　　　　


